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令和 5 年度分担研究報告書 

 

医学部教育における強度行動障害に関する学びの提案 

 

 

分担研究者  成田 秀幸 （国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

研究要旨： 

強度行動障害のある方の支援において福祉と医療の連携は重要である。医師においては

それぞれの診療科、立場によって連携の中で果たす役割は様々であり、その充実を目指し

て医療従事者向けの研修の機会の整備が進められている。一方で、特定の診療科の医師に

なる前の医学部学生、若手医師への教育の段階で強度行動障害に関する学びの機会がど

のようになっているのかは明らかではない。教育に携わる大学病院の医師へのインタビ

ュー調査を通じてその現状を把握し、課題と今後に向けた工夫について検討した。 

A．背景と目的 

2 年計画の 1 年目であった令和 4 年度の

分担研究「福祉分野と医療との連携に向け

た課題」では、強度行動障害のある当事者の

方の医療受診を、福祉関係職員と医療従事

者とで協働して取り組む実践を通じて、連

携の有用性や今後の課題について検討した。

実践を通じて、「当事者の方が、一人の人と

して、何にどのようにどれくらい困ってい

るのかを具体的に描写して理解する」、そし

て実際の支援においては「医療を受診する

にあたって生じる当事者の不安や負担を軽

減する、そのための視覚支援、環境整備であ

るという『当事者の視点』に立った目的を共

有して取り組むことが重要」であると論じ、

これらを網羅するためにも、福祉関係者と

医療従事者の連携が非常に有用であること

をあらためて確認できた。 

また、様々な研修を通じて得られた発達

障害や強度行動障害等についての一般的な

知識を、当事者固有の特性理解や個別的な

支援の組み立てに役立てるという本質的な

目的のために、「障害特性についての一般知

識をどのように活用していくかが重要」で

あると論じた。 

強度行動障害のある当事者への福祉と医

療の連携において、医師に焦点を当ててあ

らためて考えてみると、①多職種と協働し

ながら行動障害の軽減そのものに直接的に

取り組む精神科医師等、②レスパイト入院

や日常的な定期通院などを通じて当事者に

関わる一般精神科医師等、③行動障害では

なく身体疾患の治療や健康管理について関

わる身体科医師、など、関りによって様々な

立場がある。そしてその立場によって「障害

特性についての一般知識をどのように活用」

するのかということも違ってくると考えら

れ、それぞれの立場での有用な実践に通ず
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る『学び』をどのように積み重ねていくかと

いうことは重要な課題である。。 

 現在、医師向けの研修の機会として、国立

精神神経医療研究センターが主催する「か

かりつけ医発達障害対応力向上研修」の中

で強度行動障害をテーマとした講義が行わ

れるなど様々なものがあるが、医師が前述

のような様々な立場に分かれていく前の、

医学部学生、あるいは初期研修医・後期研修

医といった若手医師の段階で、強度行動障

害についてどのように学んでいるのか、現

状は明らかではない。令和 5 年度の分担研

究では、医学部教育における強度行動障害

に関する学びの現状や課題に着目して調査

を行い、様々な立場で医師として関わる機

会に向けて有用になる学びについてどのよ

うな工夫が考えられるか、今後に向けた提

案を行うことを目的とした。 

B．方法 

 発達障害の研修等を積極的に開催し、児

童精神に関わる専門部門のある A 大学、と

くに発達障害や児童精神医療の専門部門を

持たない B 大学それぞれから 1 名ずつ、自

身も強度行動障害のある当事者への診療経

験を持ち、かつ医学部学生や若手医師の教

育に携わっている医師に協力を得てインタ

ビュー調査を行った。インタビュー方法は、

グループ形式で実施し（1名はオンラインで

参加）、以下のような内容についてインタビ

ューした。 

◆ 医学部学生、若手医師教育における「発

達障害」や「強度行動障害」の取り扱

いの現状と課題 

◆ 現状を踏まえて、「強度行動障害」に関

して、医学部学生や若手医師にどのよ

うなことを、どのように教育していく

ことが有用か 

 

なお、本研究実施にあたっては、国立のぞ

みの園調査研究倫理審査委員会で承認を得

ている。 

C．研究結果 

 インタビューで得られた情報、意見を以

下のように整理した。 

 

＜強度行動障害について学ぶ機会の現状＞ 

●知識として学ぶ機会が乏しい 

 両大学ともに、医学部学生への講義にお

いては、全体のコマ数も限られていること

もあって、知的障害や発達障害を取り上げ

られるのは 3年生、4年生でそれぞれ 1～２

コマずつくらいとごくわずかな機会しかな

い。内容としては発達障害の基本的な特徴

の紹介や、支援の要点として視覚支援、構造

化、合理的配慮などに触れるもので、強度行

動障害についてはその言葉すら取り上げて

いないとのことだった。研修医向けのミニ

レクチャー等についても同様の状況である。 

●臨床経験を通じて学ぶ機会が乏しい 

 医学部学生や若手医師にとって、外来・入

院で実際の診療場面を通じて学ぶという意

義は非常に大きい。医学部学生の臨床実習

は基本的に病棟中心であるが、大学病院で

は、発達障害や知的障害の特性を主訴とし

て入院している症例はほとんどない。たと

えば児童思春期の入院症例では摂食障害が

多い。その背景に発達障害の特性がある場

合も少なくないが、構造化等がキーワード

になるような強度行動障害が主訴になる症

例は入院していない。受け入れが困難であ

る。大学病院の病棟の構造上、激しい行動障

害への対応がハード面で脆弱であること、
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また入院治療を担当する医師、看護師等の

医療スタッフ側が、視覚支援や構造化など

の実践経験が乏しく、それらの支援がどの

ような効果・意義があるかということを生

活場面を通じて実感する経験を有していな

い場合がほとんどであることなどが理由で

ある。外来でも強度行動障害のある症例を

診療することはほとんどない。つまり“教え

る側”も診療の経験がないため、実感を伴っ

て教育することが難しい。 

 結果として医学部学生、若手医師が大学

病院で強度行動障害について臨床経験を通

じて学ぶ機会はほぼゼロであり、知的障害

や発達障害の特性を理解して診療の工夫を

する経験が積み重なりにくい。 

 

＜それぞれの立場での医師の役割＞ 

●精神科医・児童精神科医 

 横浜市で行われた、7歳以前に自閉スペク

トラム症と診断された人たちを 20 年に渡

る長期追跡した疫学調査からも示唆される

ように、早期からの支援は二次的な行動や

情緒の問題の予防に寄与すると考えられ、

強度行動障害に関しても『予防的な観点』が

重要である。知的障害や発達障害に関わる

診断や心理教育、療育、特別支援教育を含め

適切な教育の保障、合理的配慮などの取り

組みにも、実は強度行動障害を予防する意

義が含まれている。また精神科医療への受

診は、二次障害の状態が理由になることが

多いが、それはいわば“枝葉”である。視覚

支援や構造化など、本来は欠かせない標準

的支援がおろそかになっているなど、予防

の仕組みがきちんと機能しなかったという

“木の幹”の問題だという観点が重要であ

る。 

 一方で、強度行動障害のある症例につい

て、福祉、教育などと連携して取り組んでい

ると、医療側に期待しているのは、レスパイ

ト入院、薬物療法であると感じることが多

いが、これらはいわゆる“枝葉”に対応する

視点に由来している。大切なのは“木の幹”

に目を向け本質的な問題をあぶり出してい

くことであり、それはすなわち『アセスメン

ト』である。生活場面で日常的に直接支援す

る立場の福祉や教育との協働において、診

断を含む『アセスメント』は医療が担う重要

で有用な役割である。診断ツールや評価尺

度などフォーマルなアセスメントだけでな

く、ターゲットとなる問題行動がいつ、どの

ように起きているのかなどのデータを蓄

積・分析していくインフォーマルなアセス

メントをしっかりとすることで、その個人

に適した支援を組み立てていくことができ

る。また、医師一人でアセスメントを担うの

ではなく、診療の中で家族や関係者と一緒

に検討するなどアセスメントの機会を提供

することで、“木の幹”に視点を向け、視覚

支援や構造化などの支援を促していくこと

も大切で有用な役割である。 

●身体科医 

 例えば自傷行為によって白内障、網膜剥

離になるなど行動障害が関連した身体疾患、

あるいは行動障害は直接関係ない身体疾患

や外傷などの治療のために、身体科の医師、

看護師等が関わることも少なくない。しか

し身体科の医療スタッフが行動障害に対し

ての直接的なアプローチを担うことは難し

い。ただ、強度行動障害に限らず、知的障害

や発達障害のある方が医療受診にあたって

どのような困難さがあるか、またどのよう

な支援があると困難さが軽減されるのかと
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いうことを理解し、積極的に協力していく

ことが望まれる。 

一方で、医療機器の設置や保護、他の患者

との時間的・空間的共存、スタッフのマンパ

ワーや時間的制約などの要因で、医療現場

で行動障害をどこまで許容できるか、支援

のための取り組みにどこまで協力できるか、

個々の医療機関ごとに限界や制約はある。

合理的配慮の観点から考えても、医療機関

側の様々な事情を当事者への直接支援にあ

たる福祉・医療関係者と共有し、現実的で実

効性のある受診プランを立てていけるとよ

い。 

 

＜何をどう学ぶか、今後に向けた提案＞ 

 以上を踏まえ、強度行動障害に関する医

学部における医学部学生や若手医師の学び

のあり方について、今後に向けた提案を以

下のように整理した。 

 

●講義を通じての学び 

 講義は全体のコマ数が限られており、た

とえば強度行動障害のテーマだけに 1 コマ

を使う、あるいは新たに設けるということ

は現実的に難しい。しかし前述のような状

況、ポイントをふまえて、強度行動障害に関

わる内容を取り入れていくことはできる。

医学部学生、初期研修医は、将来どの診療科

の医師になるのか確定していない段階であ

る。したがって、どの診療科に進んだとして

も必要で、役に立つことを学べるとよい。そ

う考えると、強度行動障害の定義や、行動障

害への対応の仕方についてという内容より

も、目に見える行動障害は特性と環境との

相互作用の不調により生ずるという“背景”

に目を向ける視点の重要性をしっかりと教

えることが大切である。すでに現行の講義

でも取り扱っている、診断、療育、適切な教

育の機会の保障などの介入が強度行動障害

の予防にも寄与するということを理解して

もらえるよう、知的障害や発達障害に触れ

る講義の後半部分に、従来の講義内容との

連続性がわかるように強度行動障害につい

て触れていくことが有用と考えられる。ま

た、教科書的な内容の紹介よりも、具体的な

エピソードを通して伝えていくほうが印象

に残りやすい。教え方、伝え方にも工夫が必

要である。 

 

●臨床経験を通じての学び 

 医師にとって、自身が直接診療していな

い時期（成人を診療する精神科医であれば

小児期のこと、小児科医であれば成人期の

こと、など）、直接観察できない場面（家庭

や施設、学校等での生活場面など）につい

て、できるだけリアルな実感を持てている

とよい。その実感から翻って、自身が医師と

して診療している場面の目的や意義につい

てあらためて考え、診療していけることは

とても有意義である。これは医学部学生や

若手医師に限ったことではなく、経験を積

んだ医師においてもいえることかもしれな

い。 

 本来であれば、大学病院の外来や病棟で

の診療場面を通じて医学部学生や若手医師

が臨床的な学びを得られるとよいが、前述

のように、大学病院の病棟で強度行動障害

の症例に触れる機会はほぼ皆無である。ま

た、病院のスタッフの専門性、業務内容は当

然ながら医療領域に偏っており、病棟は生

活に関わる支援を提供するリソースが乏し

い。そう考えると、強度行動障害の症例につ
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いては、たとえば入所施設のような生活面

の支援が提供される福祉サービスの場に、

医療者が参画できるような環境が望ましい

かもしれない。いずれにせよ、大学病院を含

め医療機関で知的障害や発達障害、強度行

動障害の症例に接することは困難であるた

め、通所・入所施設、療育機関、教育機関な

ど、地域生活の場に実習として出向くこと

で、医学部学生や若手医師が知的障害や発

達障害のある方の日常に関する実感を得ら

えるような学びの機会があるとよい。 

 

D．考察 

 今回の調査は、2 つの大学病院の医師か

らインタビュー形式で行った、いわばパイ

ロット調査であり、結果がそのまま全国的

な傾向、状況を示すものにはならない。しか

し、福祉や他の分野との連携が重要な強度

行動障害の臨床に医療者として有意義な役

割を果たすことで最終的に当事者や家族の

幸福に資するために、医学部学生や若手医

師の時期に学べること、いやむしろその時

期だからこそ学ぶべきことがあるという示

唆を得られた。 

行動障害はその強度や頻度によって周囲

への影響も大きくなるため、周囲の人間は

目に見える行動を通じて当事者に対してネ

ガティブなインパクトを持ちやすい。また、

行動障害について、周囲の人は当事者個人

の因子の影響を過大に評価しがちである。

しかし実際には行動障害は特性と環境の

『相互作用』によって生じるものである。つ

まり周囲の人的・物理的環境が行動障害の

成り立ちや維持に関わっている部分も大い

にある。行動障害に限らず、いったん持って

しまったネガティブな認識を変容させるこ

とは容易なことではない。であるならば、不

用意にそのような誤解が発生しないよう、

できるだけ早い時期に、行動障害の背景に

ある仕組みや、視覚支援や構造化などの標

準的支援の重要性、不可欠性を明確に伝え

ていくことが重要である。医学部学生、若手

医師への知識としての学びの目的は、いわ

ば強度行動障害に対する“スティグマ”を予

防すること、どの診療科に進んだとしても

医療者として果たせる役割があることの動

機づけとしての意義が大きいと考えられる。 

また、行動障害以前に、知的障害や発達障

害のある方の医療受診における困難さにつ

いて知り、その困難さを軽減するために診

療場面でどのような工夫ができるかという

点についても、医学部学生や若手医師の間

に知識として得て、実践場面は得られなく

てもシミュレーションを通じて経験してお

けるとよい。発達障害のある方の医療受診

に関わる困難さに対する工夫等が紹介され

ているリーフレットが、国や自治体等から

医療従事者向けに発行され活用されている

が、例えば OSCE（Objective Structured 

Clinical Examination：客観的臨床能力試

験）にも内容的に取り入れていくことで、医

学部学生のうちから当事者が感じる困難さ

を知り、特性や困難さを踏まえて診療を工

夫する体験ができるとよいのではないかと

考える。どの診療科に進んでも、知的障害や

発達障害のある方を診療する機会はあり、

すべての医師にとって必要な知識でありス

キルであると考える。 

また、前述したように『生活場面に医療者

が参画する』形式での臨床場面を構築して

いけるとよい。たとえば往診のようなスタ

イルで継続的に行動障害の予防・介入に医
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師が関われるような形などが考えられる。

医療機関の経営維持に支障が出ないような

診療報酬を含めた制度的な枠組み作りが必

要であり容易なことではないが、そのよう

な臨床場面が地域の中で構築されれば、医

学部学生や若手医師も実習を通じて生活場

面での実感を得ながら医療者としての役割

についての学びの機会も保障されやすくな

ると思われる。また、一時的に入院を要した

強度行動障害の症例の退院後の安定維持に

も寄与する仕組みとなり得ると考える。 

。 

E．まとめ 

 強度行動障害に関する、医学部学生や若

手医師の学びの機会の現状や課題、今後の 

工夫について、教育に携わる大学病院医師

へのインタビューを通じて調査、考察した。

強度行動障害という状態像だけを考えると、

ごく一部の医療者、関係者だけが関わる特

殊な領域と思われがちだが、『予防的観点』

に立てば実はどの診療科の医師にとっても

日常的に関係しうる身近なテーマである。

その意味で、医学部学生や若手医師への学

びの機会を活用し、充実させていくことは、

当事者や家族のウェルビーイングにも通ず

る重要な課題である。 

個別性の高いテーマであり、一部の専門

家が「教育」していくというスタイルにはな

じみにくいが、当事者や家族、医療者を含め

た様々な領域の関係者がともに学び成長し

ていく、いわば「共育」によって、今後のさ

らなる発展につながることを期待したい。 
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